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（
質
問
の 

一
） 

答

弁

第

一

号 

   

衆
議
院
議
員
竹
内
猛
君
提
出
公
有
地
の
使
用
と
地
方
行
政
に
関
す
る
質
問
に
対
し
、
別
紙
答
弁
書
を
送
付
す 

る
。 内

閣
衆
質
八
五
第
一
号 

昭
和
五
十
三
年
十
月
十
七
日 

衆

議

院

議

長 
保 
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茂 

殿 

内
閣
総
理
大
臣 

福 

田 

赳 

夫 

一 

 



 

三 

 
衆
議
院
議
員
竹
内
猛
君
提
出
公
有
地
の
使
用
と
地
方
行
政
に
関
す
る
質
問
に
対
す
る
答
弁
書 

一
か
ら
三
ま
で
に
つ
い
て 

茨
城
県
か
ら
の
報
告
に
よ
れ
ば
、
御
質
問
に
係
る
一
〇
五
五
番
地
の
一
の
土
地
と
一
〇
七
五
番
地
の
土
地
と

の
間
に
は
、
旧
土
地
台
帳
法
施
行
細
則(

昭
和
二
十
五
年
法
務
府
令
第
八
十
八
号)

第
二
条
に
規
定
す
る
地
図
を

調
査
し
た
と
こ
ろ
、
公
有
地
は
存
在
し
な
い
と
の
こ
と
で
あ
る
。 

右
答
弁
す
る
。 




